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○白岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱  

平成２８年１０月２０日 

告示第３０８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４５に規定する地域支援事業のうち介護予防・

日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

（１） 居宅要支援被保険者 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅

において支援を受けるものをいう。 

（２） 事業対象者 ６５歳以上の者（要介護認定者を除く。）で、基

本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められたもの。 

（３） 第一号事業支給費 法第１１５条の４５の３第１項に規定する

第一号事業支給費とする。 

（実施主体） 

第３条 総合事業の実施主体は、白岡市とする。  

（総合事業の構成及び内容） 

第４条 総合事業のサービスは、次の各号に定めるとおりとし、当該各号

の事業の内容は別表第１に定めるとおりとする。  

（１） 介護予防・生活支援サービス事業（以下「介護予防・生活支援

事業」という。） 

ア 訪問型サービス 

イ 通所型サービス 

ウ その他の生活支援サービス 

エ 介護予防ケアマネジメント 

（２） 一般介護予防 

ア 介護予防把握事業 
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イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業  

（対象者） 

第５条 介護予防・生活支援事業の対象者は、白岡市在住の居宅要支援被

保険者及び事業対象者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）とす

る。 

２ 一般介護予防事業の対象者は、白岡市在住の第１号被保険者の全ての

者とする。 

（事業対象者の確認） 

第６条 事業対象者が介護予防・生活支援事業を利用しようとするときは、

様式第１号の介護予防・生活支援事業対象者確認（新規・更新）申請書

に当該者が実施した基本チェックリスト及び被保険者証を添えて、市長

に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

事業対象者として確認したことを、様式第２号の介護予防・生活支援事

業対象者確認通知書により申請者に通知するものとする。  

３ 市長は、第１項の申請をした者に対し、当該被保険者が事業対象者で

ある旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを

送付するものとする。 

（利用の開始） 

第７条 前条の規定による確認を受けた事業対象者及び居宅要支援被保険

者が、介護予防・生活支援事業の利用を開始するときは、白岡市介護保

険条例施行規則（平成１２年白岡町規則第７号）第１７条第１項の規定

による様式第１５号の２の介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届出書に被保険者証を添えて市長に届け出なけ

ればならない。 

２ 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わり、第一号介護予防支援

事業を行う者もできるものとする。 
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３ 市長は、第１項の届出をした者に対し、当該被保険者の介護予防ケア

マネジメントを実施する事業所名を被保険者証に記載し、これを送付す

るものとする。 

（令６告示１００・一部改正） 

（事業対象者の有効期間） 

第８条 事業対象者の有効期間については、次に掲げる期間を合算して得

た期間とする。 

（１） 基本チェックリストによって事業対象者となった日から当該日

が属する月の末日までの期間 

（２） ２年間 

２ 居宅要支援被保険者の有効期間については、要支援認定の有効期間に

準ずるものとする。 

（有効期間の更新） 

第９条 居宅要支援被保険者等が有効期間の終了する日以後も、事業対象

者として介護予防・生活支援事業のみを利用しようとするときは、有効

期間が終了する６０日前から有効期間が終了する日までに第６条の規定

による申請を市長にするものとする。 

（利用料） 

第１０条 介護予防・生活支援事業を利用した居宅要支援被保険者等は、

別表第１に定める単位数に、単価告示に掲げる白岡市の地域区分別１単

位の単価を乗じた額を負担するものとする。  

（支給限度額） 

第１１条 居宅要支援被保険者等に支給する１月当たりの支給限度額は、

別表第２のとおりとする。 

２ 前項の規定に関わらず、利用者の状態（退院直後で集中的にサービス

を利用することが自立支援につながると考えられるような場合等）によ

り、市長が認めた場合は、事業対象者の１月当たりの支給限度額を、要

支援２の区分支給限度額とすることができる。  

（高額介護予防サービス費相当事業等）  

第１２条 介護予防・生活支援サービス事業のうち指定事業者によるサー
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ビス利用料が、著しく高額であるときは、居宅要支援被保険者等に対し

法第６１条及び法第６１条の２の規定にある額を支給する。  

２ 前項の規定による事業の申請及び決定については、白岡市介護保険条

例施行規則第２１条及び第２１条の２の規定を準用する。  

（第一号事業支給費の支給） 

第１３条 市長は、法第１１５条の４５の３第１項の規定により、居宅要

支援被保険者等が指定事業者から介護予防・生活支援事業に係るサービ

スを受けたときは、居宅要支援被保険者等（第一号介護予防支援事業に

ついては、原則、居宅支援被保険者に係るものに限る。）に対し、第一

号事業支給費を支給する。 

２ 第一号事業支給費の額は、第１０条に規定する居宅要支援被保険者等

の負担額の１００分の９０に相当する額（法第５９条の２第１項に規定

する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては１００分の８０、

同条第２項の規定が適用される場合にあっては１００分の７０に相当す

る額）とする。ただし、第一号介護予防支援事業に係る第一号事業支給

費の額は１００分の１００に相当する額とする。  

３ 法第１１５条の４５の３第３項の規定により、居宅要支援被保険者等

が、指定事業者から介護予防・生活支援事業に係るサービスを受けたと

きは、市長は当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき

費用について、第一号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対

し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、

当該指定事業者に支払うことができる。  

４ 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要支援被保険者等に対

し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。  

（審査・支払事務の委託） 

第１４条 市長は、指定事業者に対する事業実施に必要な費用の支払決定

に係る審査及び支払の事務を国民健康保険団体連合会に委託することが

できる。 

（事業の委託） 

第１５条 市長は、総合事業を法第１１５条の４７第４項に規定する基準
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を満たす者（居宅要支援被保険者等へ行う介護予防ケアマネジメントに

あっては同条第１項の厚生労働省令で定める者）に委託することができ

る。 

（補助の実施） 

第１６条 市長は、別に定めるところにより総合事業（介護予防ケアマネ

ジメントを除く。）を行う者に対して補助することができる。  

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年１０月２１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月４日告示第１号）  

この告示は、公布の日から施行し、改正後の白岡市介護予防・日常生活

支援総合事業実施要綱の規定は、平成３０年８月１日から適用する。  

附 則（令和元年１０月１日告示第７３号）  

この告示は、令和元年１０月１日から施行する。  

附 則（令和３年３月３０日告示第６２号）  

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の第１０条の規定は、この告示の施行の日以後に利用した介護

予防・生活支援事業について適用し、同日前に利用した介護予防・生活

支援事業については、なお従前の例による。  

附 則（令和６年３月２９日告示第１００号）  

この告示は、令和６年４月１日から施行する。  

別表第１（第４条・第１０条関係）  

（令３告示６２・令６告示１００・一部改正）  

事業構成 事業名 事業内容 利用料（単位） 

介護 訪問型 訪問介護 訪問介護員（有資格 令和３年厚生労働省
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予

防・

生活

支援

サー

ビス

事業 

サービ

ス 

者）による身体介護及

び生活援助 

告示第７２号に定め

る訪問型サービス費

に相当する。 

訪問型サービス 

A（緩和した基準の

サービス） 

雇用されている労働

者により提供される

生活援助（掃除・洗

濯・買い物・調理など） 

２１５単位／回 

※５回まで算定可 

※別途、加算あり。 

５回超の場合 

１，１７６単位／月 

訪問型サービス 

B（住民主体の支

援） 

有償・無償のボランテ

ィア、NPO法人等の住

民主体による生活援

助 

適宜 

訪問型サービス 

C（短期集中予防サ

ービス） 

保健・医療の専門職に

よる在宅での相談及

び指導 

適宜 

訪問型サービス 

D（移動支援） 

他のサービスと一体

的に行われる移動支

援や移送前後の生活

支援 

適宜 

通所型

サービ

ス 

通所介護 通所介護事業者の従

事者による通所介護

サービス 

令和３年厚生労働省

告示第７２号に定め

る通所型サービス費

に相当する。 

通所型サービス 

A（緩和した基準の

サービス） 

雇用されている労働

者による短時間のデ

イサービス 

３～５時間未満 

３２４単位／回 

※１０回まで算定可 

※別途、加算あり。 

５時間以上 

３３５単位／回 
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※１０回まで算定可 

※別途、加算あり。 

通所型サービス 

B（住民主体の支

援） 

住民主体で運営して

いるサロン等におい

て談話や体操を行う。 

適宜 

通所型サービス 

C（いきいきアップ

教室） 

保健・医療の専門職に

よる生活機能を改善

するための運動器、栄

養改善等のプログラ

ムを実施する。 

適宜 

その他

の生活

支援サ

ービス 

栄養改善を目的と

した配食サービス 

栄養改善を目的とし

た配食サービスを行

うことで、併せて高齢

者の見守り支援も行

う。 

適宜 

住民ボランティア

等が行う見守り支

援 

要支援者に対する見

守りを定期的に行う。 

適宜 

介護予

防ケア

マネジ

メント 

ケアマネジメント

A 

現行の介護予防ケア

マネジメント 

４４２単位／月 

※別途、加算あり。 

ケアマネジメント

B 

簡略化した介護予防

ケアマネジメント 

適宜 

ケアマネジメント

C 

初回のみの介護予防

ケアマネジメント 

適宜 

一般

介護

予防

事業 

介護予防把握事業 地域包括支援センタ

ー、地域住民等から収

集した情報により、閉

じこもり等の何らか

の支援を要する者を

なし 
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把握し、介護予防へつ

なげる。 

介護予防普及啓

発事業 

高齢者

筋力向

上トレ

ーニン

グ事業 

一般高齢者等に対し、

介護予防運動指導員

等の専門スタッフが

個別の計画を作成し、

筋力向上のためのト

レーニングを行う。 

無料 

健だま

教室 

一般高齢者等に対し、

介護予防運動指導員

等の専門スタッフが

「健だま運動（バルー

ン運動）」を行う。 

無料 

地域介護予防活

動支援事業 

健だま

運動指

導員派

遣事業 

身近な地域のグルー

プ等の活動の場に介

護予防ボランティア

の健だま運動指導員

を派遣し、「健だま運

動（バルーン運動）」

を行う。 

無料 

健だま

運動指

導員養

成事業 

介護予防ボランティ

アの健だま運動指導

員を養成する。 

なし 

トレー

ニング

サポー

ター養

成事業 

高齢者筋力向上トレ

ーニング事業でトレ

ーニングの援助を行

うサポーターを養成

する。 

なし 
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一般介護予防事業評価事

業 

介護保険事業計画に

定める目標値の達成

状況等の検証を行い、

一般介護予防事業の

評価を行う。 

なし 

地域リハビリテーション

活動支援事業 

地域における介護予

防の取組を機能強化

するために、住民主体

で運営しているサロ

ン等の通いの場へリ

ハビリテーション専

門職等を派遣する。 

２，０００円／回 

別表第２（第１１条関係） 

対象者区分 支給限度額 

事業対象者 ５，０３２単位 

要支援１ ５，０３２単位 

要支援２ １０，５３１単位 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

 


